
船舶事故調査報告書 

平成３０年５月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（養殖いけす
．．．

） 

発生日時 平成２９年１１月２日 １４時３５分ごろ 

発生場所 高知県浦ノ内湾 

 白
しら

ノ鼻灯台から真方位２７１°２.９海里付近 

 （概位 北緯３３°２５.９′ 東経１３３°２４.３′） 

事故の概要  漁船理
さとし

丸は、西進中、養殖いけす
．．．

に衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年１２月１５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 理丸、０.９４トン 

 ＫＯ３－１４７５９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 １人（船長） 

 損傷 本船 船首部外板に亀裂 

養殖いけす
．．．

 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、浦ノ内湾に設置された養殖いけす
．．．

での餌やり作業を行う目的で、同いけす
．．．

に向けて約８ノットの対地速

力で西進していた。 

 本船は、船長が、船尾部に腰を掛け、養殖いけす
．．．

までまだ距離があ

るものと思い、周囲の風景を見るなどしながら操船中、船首方を向い

たところ、約１５ｍ前方に養殖いけす
．．．

を認め、船外機を後進としたも

のの、同いけす
．．．

に衝突した。 

 船長は、衝突の衝撃で転倒し、船体に身体を打った。 

 船長は、本事故前に飲酒をしており、注意力が低下して見張りがお

ろそかになったと本事故後に思った。 

分析  本船は、浦ノ内湾を西進中、船長が、周囲の風景を見るなどして船

首方の見張りを適切に行っていなかったことから、養殖いけす
．．．

に接近

していることに気付くのが遅れ、同いけす
．．．

に衝突したものと考えられ

る。 

 船長は、飲酒の影響により注意力が低下していた可能性があると考

えられる。 

原因  本事故は、本船が、浦ノ内湾を西進中、船長が、船首方の見張りを

適切に行っていなかったため、養殖いけす
．．．

に接近していることに気付

くのが遅れ、同いけす
．．．

に衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・操船に専念するとともに常時適切な見張りを行うこと。 

・操船に当たる場合は、アルコールを摂取しないこと。 

 


